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★舟例絡ギい克疫描に引下囲 告!
☆‐島籍に係る住居手当 2010Mえ 1日EIL!?

！
！！
一　一一！
！一一一一〓≡≡一一
一
一！一一一！一
！

☆地域手‐当■71%|へ t t201044月 1由実施)

=,‐‐●●,‐‐‐‐・・■・‐‐‐●●■●●‐,‐●●■‐,‐●=●■,_..‐ ・・‐‐‐●,_t'■ ●■‐P・・t,.|.―..=|

！！一！！！！一！一一一・！一一一！一一
一・一
・！！！！！一！一！一・
！

！

ｉ
十

一地
公

労

，
県
破

労

は
、

地
方

公
務

員

約

陸

保！活

錠
抽

韓

狩

純

暁

的

一

宇

端

韓

麻

段

階

か
ら

い
人

勧

閣

争

の
取

り

組

み

を

ス
タ

ト

ト

さ

せ

て
、

人
事

委

員

会

、

人

事

当

局

と

協

議

・
交

渉

を

行

っ
て

き

ま

れ

た

。

５
月

１５
■

に

は
、
一
多

く

の
職

員

の
反

対

を

押
！し

切

っ
て
精

確

性

に

は

ほ

錠
！嘘

一
婦

月！ｉ！
査
舟

鵜

静

紳
・尭

が

緩
韓

力ヽ 一！
鵬

さ

れ

、

未

確

定

民

爵

企

業
一？
賃
一金
！相

場

を

逆

規

定

す

る

と

い
う

結

果

を

招

く

こ

と

と
な

り
ま

し
た
。

今

回

の
勧

告

も

冬

手

一
時

金

を

削

減

す

る！
た

め

の
条

例！
改

正

■
議

会

提

案

を

に
ら

ル

で
ｆ

通

常
！よ

り

１

ケ
月

も

早

く

出
さ
れ

た
極

め

て
意

図
的

な

も

の
で
す

。

経

済

危

機

下

の
民

間
実

態

を

反
！映

し

た

も

の
と
一は

い
え

ヽ

極

め

て
不

満

な

内

容

と
な

つ
て

い
ま
す

。

！今
回
の
勧
告
は
ず
①
丹
例
給
は
、
初
任

給
、
若
年
層
を
除
く
給
料
表
の
Ｏ

ｏ
ｌ９

％
の
減
額
改
定
　
②
自
宅
に
係
る
住
居

手
当
の
廃
上
　
③

∝
年
給
与
制
度
見
直

し
時

の
現
給
保
障
額
を
Ｏ

ｏ
２３
％
引
き

下
げ
た
経
過
措
置
算
定
基
礎
額
と
置
き

換
え
る
　
④

一
時
金
に

つ
い
て
は
、
０

．
３５
月
の
引
き
下
げ
　
⑤
地
域
手
当
に

持
那
厳
雌
孵
坪
峨・物神
ｏ４
・月５．脚
確
蜘

げ
子
％
と
す
る
。
・

こ
れ
丁
は
ヽ
地
域
手
当
の
引
き
上
げ

勧
告
が
あ
る
も
の
の
職
員
に
と
っ
て
は
、

大
幅
な
年
収
減
と
な
り
、
非
常
に
厳
し

い
初
告
と
な

つ
て
い
ま
す
。
地
公
労

・

県
職
労
は
、
こ
れ
以
上
の
生
活
悪
化
を

防
ぎ
、
職
員
の
士

気
向
上
を
目
指
し

て
、
確
定
聞
争
に

全
力
で
取
，
組
ん

で
い
き
ま
す
。

<方力給tホ■チえどご百嘉嘉謡離諾嘉轟晶発ほ△16!4万円衛政粉>
、号円や与|?球差(今715口ゃ会,|■や“'セ解将する■,t
く現給保障に?い てもハ0と 23%引 き下げ>■ i

月1閉給の引き下げ改定‐>

断!欝露趨 翌毬辞職 11‐:準と|う

1 本卒り給与改定  |  ~i
‐(1)!聯員つ給与と民間給与の比較

4 1 5 . 1 7 1 9円 4t15.934

||?1000年 度県人事委1員会勧告の解要

(2)給 与改定の内容
① 給 料表
行政職給料表 |

(3)実 施時期 月 例給については、2009年 4月 1日 に遡及して実施
(12月 ‐期末手当で翔     (夏季■時金で0.2月 引下げ済み、
冬季一時金で0.″15月 引下げを実施)      |

2 給 与構造の見直し

(1)住 居手当
自宅に係る住居手当の廃止(現行4, 500田 )(2010年 4月 ～)

(2)地 域手当
1  支 給割合の引き上げ 平 成 22年 4月 ■日から実施 K65%→ ■00/c)

(3)勤 務実績の給与ヽの反映

勤務兵原の給与合の反映にあたつては、職員の勤務実績等の的確な
把握と反映など、制度の道切な運用を図つていくことが必要

3労 働基準法の改正 ・時間外労観の観増賃金率等
労働基準法の改正をふまえ、時間外労働の割増賃金率等の引き上げ等につ
いて所要の措置を謙する

初任織を中心に若年層を除き給料表の31き1下げ改定

4. 50月 分  →  4

あ子さんが
いらつしやる方にも!

一般に自動車の補償は、担保する年齢により掛金が違い、また担保して

い恐招削妙WttJ運 転し事故を選にしてしまつた場合、補償されません。

自治労共済の自動車共済は、全年齢担保で年齢による掛金の連しHさなし。

だから、若いみなさんに特にオススメの共済です。


